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食品表示法(保健事項) （２）栄養強調表示について説明します。



ここでは、「栄養強調表示」について説明します。

食品表示法に基づき、栄養成分表示をする必要のある食品は栄養機能食品、特定
保健用食品、機能性表示食品、一般食品の4種類に分類されていますが、

ここでは一般食品に栄養成分の量及び熱量について「◯◯を含有」や「低◯◯」の
ような栄養強調表示をする場合について説明します。

栄養成分表示の表示方法について知りたい方は、「（１）栄養成分表示の表示方法
について」の資料をご確認ください。
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これからの説明は、消費者庁が発出している「食品表示法に基づく栄養成分表示の
ためのガイドライン（第５版）」及び関連法令に基づいたものとなっております。

ガイドラインは更新されますので、最新版をご確認ください。令和７年８月時点での
最新版は第５版です。

栄養成分表示をする際は必ずガイドライン等をご確認いただき、栄養成分表示して
ください。

このガイドラインは消費者庁のウェブサイトに掲載されています。スライド15で案内し
ております。
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容器包装に栄養強調表示や保健機能を表示する際には、栄養成分表示を省略で
きる場合に該当しても、食品表示基準に従って栄養成分表示をしなくてはいけませ
ん。
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たんぱく質や食物繊維などのように、欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与え
ている栄養成分、あるいは、熱量やナトリウムなどのように、過剰な摂取が国民の健
康に影響を与える栄養成分については、義務表示にプラスして補給ができる旨の表
示や、適切な摂取ができる旨の表示である栄養強調表示をすることができます。

栄養強調表示をする際の規定は定められており、栄養強調表示をする場合この規
定を満たす必要があります。

補給ができる旨の表示の規定が定められている項目は、たんぱく質、食物繊維、ミ
ネラル類（ナトリウムを除く）、ビタミン類があり、具体的には、高い、多い、含む、など
の表現があります。

適切な摂取ができる旨の表示の規定が定められている項目は、熱量、脂質、飽和
脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウムがあり、具体的には、含まない、低い、少
ないなどの表現があります。
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こちらは、栄養強調表示の表現の例です。

上段が、栄養成分の補給ができる旨の表現例、中段が、栄養成分又は熱量の適切
な摂取ができる旨の表現例、下段は糖類を添加していない旨又はナトリウム塩を添
加していない旨の表現例になります。

栄養強調表示をする際は、消費者に誤認を与えない表現により表示しなければなり
ません。なお、「減塩」や「ノンシュガー」のように塩、シュガー、脂肪、糖といった表
現についても栄養強調表示の規定が適用されます。
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栄養強調表示には、基準値以上、以下、未満の表示があり、それぞれ規定がありま
すので、表示をされる場合はそれぞれの規定をご確認のうえ、ご相談ください。
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他の同種の食品と比較して強化された旨又は低減された旨を表示する相対表示に
ついても、表示をされる場合はそれぞれの規定をご確認のうえ、ご相談ください。
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これは、栄養成分の補給ができる旨の栄養強調表示をする際の各栄養素の基準値
で、食品表示基準の別表第12を表にまとめたものです。

例えば、「カルシウム豊富」と表示したい場合には、豊富は高い旨を示す表現例とな
りますので、製品100g当たりの場合、カルシウムが210㎎以上含まれていることが必
要です。

なお、令和７年３月28日に食品表示基準が一部改正され、栄養成分の補給ができ
る旨の表示の基準値（別表第12）が改正されていますので、ご留意ください。

食品表示基準の原本を確認してください。
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これは、栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の栄養強調表示をする際の各
栄養素の基準値で、食品表示基準の別表第13を表にまとめたものです。

例えば、熱量については、100ml当たりの場合、5kcal未満であれば、「カロリーゼロ」
等の含まない旨の表示をすることが出来ます。

他にも記載がありますので、よくご確認ください。
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栄養強調表示をする場合の表示値の求め方については、一般用加工食品と一般
用生鮮食品で規定が異なるので、ご注意ください。

一般用加工食品は、強調したい栄養成分及び熱量は、食品表示基準で定められた
方法で分析して求めた値を表示しなければなりません。

その他の表示はするが強調はしない栄養成分及び熱量については、規定の分析
方法によって得られた値以外も可能ですが、許容差の範囲内にある一定の値又は
下限値及び上限値によって表示する（合理的な推定により得られた一定の値は不
可）必要があります。

一般用生鮮食品は、強調したい栄養成分及び熱量は、食品表示基準で定められた
方法で分析して求めた値を表示し、その他の表示はするが強調はしない栄養成分
及び熱量については、規定の分析方法を使わなくてもよく、計算等の合理的な推定
により得られた一定の値も表示可能です。
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強調したい栄養成分及び熱量について規定の分析方法は食品表示基準別表第９
第３欄に示されており、この方法によって得られた値でないと表示をすることができま
せん。

なお、令和７年３月28日に食品表示基準が一部改正され、食物繊維については、
許容差の範囲が見直され、０と表⽰することができる量の規定が追加されました。ま
た、パントテン酸、ビタミンB６、ビタミンB12の測定及び算出の方法に高速液体クロマ
トグラフ法が追加されました。

食品表示基準の原本を確認してください。
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「食品表示基準について」という通知の中で、栄養強調表示の留意点について説明
されているので、通知全文を通して、よくご確認ください。
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最後に栄養強調表示のまとめです。

①栄養成分の補給ができる旨、栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨を表す
表現は、栄養強調表示になります。

②栄養強調表示をする場合は、小規模事業者等栄養成分表示を省略できる場合
であっても栄養成分表示を省略できません。

③強調できる栄養成分は、食品表示基準別表第12、第13に規定されており、その
表示値は必ず食品表示基準別表第９第３欄で定められた方法によって得られた値
に限られます。その他の表示する栄養成分及び熱量は、別表第９第３欄で定められ
た方法以外も可能ですが、原則計算等の合理的な推定により得られた値では表示
できません。詳細はスライド11で確認してください。
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食品の容器包装に栄養成分表示をするための詳しい内容・最新情報については、
消費者庁ウェブサイトからご確認ください。

食品表示の「食品表示法等（法令及び一元化情報）（新制度はこちら）」から関係法
令を確認できます。

「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」は、食品表示の「食品表
示法等（法令及び一元化情報）（新制度はこちら）」の「食品表示基準に関するガイド
ライン等について」から確認できます。

15



各保健福祉事務所へご相談される場合には、事前に消費者庁から出されている関
係法令等をよくご覧ください。本日お話した内容も、「食品表示法に基づく栄養成分
表示のためのガイドライン」に沿っています。

以上で、栄養強調表示についての説明を終わります。
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